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ご注意！ ステマになっていませんか？
１ ステマ規制が始まりました

消費者庁は、令和５年３月２８日、広告であるにも

かかわらず広告であることを隠す、いわゆる「ステ

ルスマーケティング」を規制するため、景品表示法

５条３号に基づき、「一般消費者が事業者の表示で

あることを判別することが困難である表示」を新た

な不当表示として告示による指定を行いました。ス

テマ行為自体に対する初めての規制です。

一般消費者は、事業者の広告であると認識すれ

ば、その広告の表示内容に、ある程度の誇張を含

むことがあり得ると考えますが、事業者とは関係の

ない第三者の感想だと思うと警戒心を抱かず、そ

の表示内容をそのまま受け取ってしまうことになり、

一般消費者の商品選択における自主的かつ合理的

な選択が阻害されるおそれがあることが、規制趣

旨です。

この規制は、令和５年１０月１日から施行されていま

す。そこで、以下では、消費者庁が公表している

運用基準を見ていきたいと思います。

２ 「事業者の表示（事業者が自己の供給する商品

又は役務の取引について行う表示）」の考え方

外形上第三者の表示のように見えるものが、実際

には事業者の表示である場合、すなわち、事業者

が表示内容の決定に関与したと認められる（客観

的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による

表示内容と認められない）場合が、規制対象です。

（１）事業者が自ら行う表示について

事業者が自ら表示しているにもかかわらず第三

者が表示しているかのように誤認させる表示（事

業者が第三者になりすます表示）も含まれます。

例えば、商品販売を促進することが必要とされ

る地位や立場にある者（販売や開発に係る役員、

管理職、担当チームの一員等）が、認知度向上

のために、自社商品の品質・性能の優良さにつ

いて言及する表示を行う場合が該当しますが、

他方で、そのような地位や立場にはない従業員

が、一般消費者でも知り得る情報に基づき、自

社商品を利用した感想を述べるなど、商品販売

を促進する目的ではない表示を行う場合は該当

しません。

（２）事業者が第三者に行わせる表示について

例えば、事業者が第三者に対して、この第三

者のＳＮＳ上に自社商品に関する表示をさせる場

合が該当しますが（明示的な依頼・指示がなく

ても、事業者と第三者の関係性等を総合的に考

慮した結果、事業者の表示となる場合もありま

す。）、他方で、事業者がＳＮＳ上で行うキャンペ

ーンや懸賞に応募したい第三者や、事業者が不

特定の者に対して配布した試供品等を受け取っ

た第三者が、自主的な意思に基づく内容としてＳ

ＮＳ上で表示（投稿）を行う場合は該当しません。

３ 「一般消費者が事業者の表示であることを判別

することが困難である表示」の考え方

一般消費者にとって事業者の表示であることが明

瞭となっているかどうか、逆にいえば、第三者の表

示であると一般消費者に誤認されないかどうかを表

示内容全体から判断することになります。事業者の

表示であることが記載されていない場合だけでな

く、事業者の表示であることが不明瞭な方法で記載

されている場合も含まれます。

例えば、動画において、一般消費者が認識でき

ないほど短い時間で事業者の表示であることを示す

場合（長時間の動画において、動画の中間や末尾

にのみ事業者の表示をする場合等）や、事業者の

表示であることを一般消費者が認識しにくいような

表示（長文による表示、周囲の文字の大きさよりも

小さい表示、他の文字より薄い色を使用した表示）

で行う場合が該当します。

４ 広告の見直しを！

事業者は、「広告であるにもかかわらず、広告で

あることを隠すこと」が規制されます。特に、デジ

タル領域における表示は、技術の進歩等の変化が

速く、現時点では想定しきれない新たな手法（例

えば、メタバースにおける表示等）が将来的に生

じることも考えられます。

一般消費者を誤認させない広告表示を！

自社の広告・宣伝活動について、この機会に、ぜ

ひ見直しされることをお勧めします（疑問点は、弁

護士までご相談ください。）。

執筆 弁護士 市ノ木山 朋矩
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田辺美紀 藤木秀行 市ノ木山朋矩 林揚子 有年孝将

（いずれも奈良弁護士会所属）

【ナラハQ＆Aコーナー】離婚慰謝料
Ｑ 夫から，結婚したら仕事を辞めてほしい，と言われていたことから，結婚に際して，長年正職員として勤め

てきた会社を辞めました。現在，夫婦仲が悪くなり，夫との間で離婚の話が持ち上がっています。私が，本

来，正職員の仕事を辞めなければもらえていたはずの収入に見合う額を，慰謝料として支払ってもらうことは

できますか。

Ａ 慰謝料とは，相手方の不法行為によって被った精神的苦痛を慰謝するための損害賠償です。お互いの話し

合いがつかず，裁判になった場合には，些細な言い争いや性格の不一致などの事情では慰謝料は認められ

にくく，暴力や不貞などの事情では認められる例があります。ご質問のケースについては，前職の収入に見

合う額を支払ってもらうことは難しいかもしれません。もっとも，離婚に至る原因によって，慰謝料請求が可能

なこともありますので，詳しくは弁護士にご相談ください。 回答 弁護士 藤木 秀行

■ コラム ■

私の「座右の銘」と，我が家での実践
「やってみせ 言って聞かせてさせてみて 誉めてやらねば人は動かじ

話し合い 耳を傾け承認し 任せてやらねば人は育たず

やっている 姿を感謝で見守って 信頼せねば人は実らず」 山本五十六

大日本帝国海軍第２６，２７代連合艦隊司令長官だった山本五十六の言葉です。子どもにも大人にも，皆に通

じる内容，私の座右の銘です！

さて，我が家でも，「やってみせ」から始めようと自分に言い聞かせ，毎日，一人でトイレ掃除を黙々とするよ

うになってから，はや１５年。最近，１５歳の長女が，洗濯物を干すのを手伝ってくれるようになりまし

た。これは，そろそろ良いタイミングでは？ そう思い，先日，長女にトイレ掃除を「言って聞かせ

て」，とうとう「させてみて」まで，こぎつけました！ 私は長女に「できてるやん，ありがとう，あり

がとう！！！」を連発。でも，その後は，，，皆様の想像にお任せします。

弁護士 田辺美紀

〒631-0822 奈良市西大寺栄町3番27号泉谷ビル1階
TEL 0742-81-3323 FAX 0742-81-3324

ニュースレター不要の場合 送付停止 E-mail : info@naraha-law.jp
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